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免責事項

本ウェブキャストに含まれる情報は一般的なものであり、デロイト トウシュ トーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバ

ルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が、当該
情報により専門的な助言やサービスを提供するものではありません。財務または事業に影響を与える可能性のある、
いかなる意思決定または行動の前には、必ず適切な専門家にご相談ください。

本ウェブキャストに含まれる情報の正確性や完全性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる表明、保証ま
たは約束をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員、職員または代理人のいずれ

も、本ウェブキャストに依拠することにより、直接的または間接的に発生するいかなる損失および損害に対して責任を
負うものではありません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個
の組織体です。
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議題

• 再保険契約の損失回収要素の当初認識

• 再保険契約の損失回収要素の事後測定
−保有している再保険契約によってカバーされないキャッシュ・フローに起因する基礎となる契約グ
ループの損失要素の変動の影響

• 実務上の考慮事項
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再保険契約の損失回収要素
再保険契約のプロテクションに係るIFRS第17号の会計処理の考え方

IFRS第17号では、保有している再保険契約から出再者が受け取るプロテクションを財務諸表上、別個の科目として処
理する。

IFRS第17号の全般的な原則は再保険契約にも同様に適用されるが、再保険者から購入したプロテクションから出再者

が受領する給付を反映するために必要な相違点が多く存在している。これは、契約保有者の会計処理の考え方であ
る。

この考え方が適用される最も難しいシナリオは、損失を生じる契約グループを出再者が報告しており、かつ当該損失
を減少させるための再保険契約のプロテクションから出再者が給付を受領することができる場合である。

再保険契約のプロテクションに関するIFRS第17号の全体的なフレームワークは、2020年6月に公表されたIFRS第17号
の修正版において大きく改良されている。

これらの新しい会計ルールを開発する際にIASBが使用した原則の１つは、再保険契約のプロテクションによる正確な

純損失を純損益に反映させることであり、再保険契約のプロテクションの金額を財務諸表利用者が財政状態計算書
において把握できなければならないということである。損失回収要素に係る会計処理は、当該原則を採用している。



Deloitte IFRS Insurance Webcast – September 2021© 2021. For information, contact Deloitte China.

再保険契約の損失回収要素 (続き)
当初認識

保有している再保険契約 (RCH) グループの損失回収要素 (LRC) は、基礎となる不利な保険契約グループの当初認

識時、またはグループへの不利な保険契約の追加により、その後の期間において当該グループが不利になる場合に
認識される。

LRCは、基礎となる不利な保険契約の認識時点より前または同時にRCHが、締結される場合に、かつその場合にのみ

設定される。

当初認識時に、LRCの金額はRCHのグループのCSMを調整し、対応する利得が純損益に認識される。

LRCは、次のとおり当初測定される。

この強制的な簡素化は、基礎となる保険契約からのすべてのキャッシュ・アウトフローが同じ比率で再保険
されることを想定している。

基礎となる

不利な保険契約グループ

について認識した損失

基礎となる不利な契約グループに係る保険金請求のう

ちRCHから回収すると企業が見込んでいる割合（率）
LRC
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設例
前提ー基礎となる保険契約

企業Bは、不利な保険契約のグループを次の条件

で発行する。

• 2年間のカバー期間

• 保険料は、CU1,000で当初認識後直ちに受領さ

れる予定である。

企業Bは次のことを見込んでいる。

• CU 900の保険金請求とCU 150の費用

• カバー期間の終了前に契約が失効することは
ない。

CU
(借方) /貸方

将来キャッシュ・インフローの見積り (1,000)

将来キャッシュ・アウトフローの見積り

保険金請求 900

費用 150

正味履行キャッシュ・アウトフロー 50

契約上のサービス・マージン(CSM) –-

保険契約負債2 50

当初認識損失3 (50)

基礎となる保険契約グループは、当初認識時
に次のように測定される1。

1 説明のため、貨幣の時間価値とリスク調整は無視する。
2 これは当初認識時の損失要素に関係する。
3 損益計算書に認識される損失構成要素の金額。
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設例
前提ー保有している再保険契約

企業Bは、同日に、次の条件でクオータシェア4を
締結した。

• 基礎となる保険契約グループから生じた保険
金請求の100%をカバーするが、費用は再保険
の対象ではない。

• 再保険料は、CU1,000で当初認識後直ちに支
払われる。

保有している再保険契約は、当初認識時に次
のとおり測定する5 。

5 説明のために、貨幣の時間的価値、
再保険者の不履行リスクおよびリスク調整は無視する。

6 RCHは将来の保険金請求 (CU 900の100%) のみをカバーし、いか
なる費用 (CU 150) もカバーしない。

4 設例では、単一の再保険契約がRCHグループを構成している。

CU
(借方) /貸方

将来キャッシュ・インフロー (回収) の

見積り6
(900)

将来キャッシュ・アウトフロー (保険料) 
の見積り

1,000-

正味履行キャッシュ・アウトフロー (正
味コスト)

100-

CSM (LRC修正前) (100)
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設例
当初認識

CU

RCHのCSM（LRC修正前） (100)

損失回収要素 (50)

RCHのCSM（LRC含む） (150)

損失要素

CU50

回収が見込まれる

割合

100%

損失回収要素

CU50

IFRS第17号66A項を適用して、当初認識時にRCHのCSMは合計CU150となり、購入した再保険契約コストの純額
CU100に、再保険契約のLRC, CU50を加算して構成される。

IFRS第17号B119D項を適用して、LRCは次のとおり算定される。

当初認識時に、 LRCはRCHに対して認識され、次のとおり計算される。
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再保険契約の損失要素
当初認識

RCHグループが基礎となる不利な契約の一部のみカバーする場合

不利な

契約

B

不利な契約C

不利な

契約

A

契約AのみRCHで
カバーされる。

不利な契約のグループ

基礎となる保険契約（すなわち、 RCHグループでカバーされている契約）に関連する不利な契約グルー

プの損失部分を決定するために、規則的かつ合理的な方法を適用しなければならない。
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再保険契約の損失要素
事後測定

LRCの金額は、その後次のとおり調整される。

事後測定時に、LRCの帳簿価額は、RCHグループから回収すると企業が見込んでいる損失要素の帳簿価額部分を超
えてはならない。

LRCの規則的な配分は、基礎となる保険契約から生じる発生保険金への損失要素の規則的な配分に類似する。

期末
LRC

基礎となる不利な保

険契約グループの変

動から生じるLRC

の変動

発生保険金に関連す

る再保険契約からの

回収に対するLRC

の規則的かつ合理的

な配分

期首
LRC
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設例
事後測定–シナリオ 1
1年度後、企業 Bは基礎となる保険契約グループの見積キャッシュ・フローを更新する。企業Ｂは下記事項について
決定を行った。

• 2年目の費用の見積額がCU10まで減少し、その結果基礎となる保険契約グループの損失要素はCU10減少する。
その他の期待キャッシュ・フローの変更はない。

会計上の論点
RCHでカバーされないキャッ

シュ・フローから発生した基礎と
なる不利な保険契約の損失要
素の減少は、以前に認識した
LRCの金額にどのよう影響があ
るか？

基礎となる不利な保険契約の損失要素の減少は、将
来サービスに関連するキャッシュ・フローの中では変
更されるが、RCHではカバーされてない。

カバーされてないキャッシュ・フローから発生する損失
要素の減少は、IFRS第17号B119F項に従いLRCの戻
入の結果（純損益において借方処理）をもたらす。
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設例
事後測定 –シナリオ 2

1年度後、企業Ｂは基礎となる保険契約の見積キャッシュ・フローを更新する。企業Ｂは下記事項について決定を
行った。

• 2年目の費用の見積額がCU10まで増加し、その結果基礎となる保険契約グループの損失要素はCU10増加する。
その他の期待キャッシュ・フロー変更はない。

会計上の論点
RCHでカバーされないキャッ

シュ・フローから発生した基
礎となる不利な保険契約の
損失要素の増加は、以前に
認識したLRCの金額にどのよ
うな影響があるか？

キャッシュ・フローが再保険でカバーされていないた
め損失要素の増加はLRCを修正しない。

IFRS第17号B119D項における当初認識の簡素化
は、事後には適用されない。



Deloitte IFRS Insurance Webcast – September 2021© 2021. For information, contact Deloitte China.

実務上の考慮事項

LRCにおける会計処理においてIFRS第17号の要求事項を適用する際の検討するべき考慮事項

• 損失要素が完全に配分または消滅するのと同時にLRCがゼロまで減少するように、純損益の配分
方法を決定する必要がある。出再者は、再保険の対象となる保険金に関連する再保険による回収
額に対して配分する金額を計算し、かつ損失要素が関連する保険金に配分される期間に、規則的
かつ合理的な方法で純損益に認識すべき残存残高を計算しなければならない。

• 例えばRCHでカバーされているまたはされていないキャッシュ・フローのように、事後の調整の
ため、各カテゴリーのキャッシュ・フローの追跡を検討する。

• 例えばRCHで回収される不利な契約グループとRCHで回収されない不利な契約グループのよう
に、不利な契約グループについてグループをより細かい粒度にすることを検討する。要求はされ
ていないが、実務においては有用であるかもしれない。
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実務上の考慮事項 (続き)

LRCにおける会計処理においてIFRS第17号の要求事項を遂行する際の検討するべき考慮事項

• 損失要素のある基礎となる保険契約グループをカバーするRCHからの回収が見込まれる損失要
素の帳簿価額をLRCが超過しないことを確実にする。

• 上記の考慮事項により、IFRS第17号の適用により生じる複雑な実務を緩和するために既存の再
保険契約を見直すことを出再保者に提案する必要がある。
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